
 

 

 

 

 

 

公 募 要 領 

 

「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」 

 

 

 

 

経 済 産 業 省 

産 業 技 術 環 境 局 

研 究 開 発 課 

【御注意】 

 

本公募への応募は、郵送等による申請書の提出だけでなく、府省共通研究開発

管理システム（e-Rad）による申請が必要です。当該システムの使用にあたって

は、事前に研究機関及び研究者の登録が必要です。※e-Radによる申請手続きを

行わないと本事業への申請ができませんので、充分留意ください。  

また、本公募に関する説明会を、平成２２年３月８日（月）１５：００から開

催します。 
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公 募 要 領 

  

経済産業省では、平成２２年度に新規プロジェクト「低炭素社会を実現する超低電圧デバ

イスプロジェクト」を開始する予定です。これに伴い、プロジェクトへの参加を希望する企

業・研究機関等を、一般に広く募ることといたしました。つきましては、受託を希望される

方は、次の要領に従って提案書を提出して下さい。 

なお、本事業は、平成２２度政府予算原案に基づいて公募を行っているため、成立した予

算内容に応じて変更があり得ます。 

 

１．事業の概要 

（１）事業内容 

半導体技術は、機器の高性能化、小型化、省電力化を通じて情報家電、コンピュータ、

通信装置、自動車、医療機器など我が国経済を支える先端産業の競争力強化に不可欠な

基盤技術であり、その発展を支えるＣＭＯＳ半導体デバイスにおいては、現在まで素子

寸法を微細化するプロセス技術開発により高性能化・低電力化が実現されてきました。 

低炭素化社会の実現には、エレクトロニクス機器の究極的低電圧動作による飛躍的な低

電力化と、不揮発性を利用した利便性など高い付加価値を同時に実現することが求めら

れており、これを満たす新しい超低電圧・不揮発デバイス開発が必要となってきていま

す。 

欧米においては、大型の産学連携ナノエレクトロニクス拠点の整備がここ数年で飛躍的

に進み、超低電圧・不揮発デバイスをはじめとした、省エネＬＳＩに関する実用化を目

指した研究が活発になされ、今後、各国との開発競争は熾烈化するものと考えられてお

り、海外の活動の活発化により、この状況を放置すれば超低電圧・不揮発デバイスに関

する技術開発の競争力を失いかねない状況にあります。 

本プロジェクトでは、温室効果ガスの削減及び環境産業の強化を図り、グリーン・イノ

ベーションを推進することを目的に、「ＩＴイノベーションプログラム」の一環として、

ナノテクノロジーで培われた新規の機能材料や新規のデバイス構造に立脚してＬＳＩの

低動作電圧化と高機能・高集積化を実現し、ＬＳＩを利用するエレクトロニクス機器の

消費電力を大幅に低減する技術を確立します。 

 

（２）平成２２年度事業規模 

２，０４５，６８１千円（消費税含む）を上限とします。 

 

（３）事業期間（予定） 

事業期間は平成２２年度～平成２６年度の５年間を予定していますが、予算の状況及

び中間評価の結果を踏まえ、変更があり得ます。なお、契約は年度ごとに行い、平成２

２年度の契約期間は、契約締結日から平成２３年３月３１日までを予定しています。 

 

２．応募資格 
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次の（１）から（５）までの条件及び「基本計画」に記載された条件を満たす企業、技術

研究組合、大学等の研究機関に応募資格があります。 

（１）当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標の達

成及び研究計画の遂行に必要な組織、体制、人員等を有していること。 

（２）当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等

について十分な管理能力を有していること。 

（３）技術研究組合による応募や複数の法人が共同で応募する場合、研究開発の遂行及び

成果の実用化について、責任と役割が明確にされていること。 

（４）原則、本邦の企業等で国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の

特別な研究開発能力、研究施設等の活用、国際標準獲得等の観点から国外企業との

連携が必要な部分はこの限りではない。 

（５）経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成１

５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置用件のい

ずれにも該当しないこと。 

 

３．応募方法 

応募者は、公募要領に従い提案書を作成ください。基本計画の全部若しくは一部の提案も

可能です。提案書は、応募期間内に府省共通研究開発管理システム（ e-Rad）及び、郵送（必

着）又は持参にてご提出下さい。応募には双方への提出が必要ですのでご注意下さい。提案

書は日本語にて記載して下さい。なお、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けられま

せん。また、書類は返却いたしません。 

 

（１）e-Radによる提案書の提出 

別添の様式に基づき、提案書類を日本語で作成の上、平成２２年２月２６日（金）～３

月２９日（月）１７時迄にe-Rad（システムの概要については、次ページ参照のこと。）

により提出ください。 

 

※ e-Rad の登録が間に合わない場合 

公募期間の関係上、e-Radへの登録が間に合わないことが予想される場合は、あらかじ

め当課に御連絡の上、公募期間内に（２）により郵送または持参で提案書の提出を行っ

てください。 

なお、公募期間内にe-Radの登録が間に合わない場合も登録完了次第、システム上での

手続きをお願いいたします。 

 

 

 

 

提出書類： 

・提案書  １部 
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・組織概要（例：パンフレット） １部 

・最近の営業報告書（１年分） １部 

 

（注）府省共通研究開発管理システム（e-Rad) 

e-Rad（Electric -Research and Development）とは、政府全体の研究資金について、

研究開発管理に係る一連のプロセス（公募→受付→審査→採択→採択課題管理→成果

報告等）をオンライン化する府省横断的なシステムです。 

○ e-Radポータルサイト http://www.e-Rad.go.jp/ 

○ e-Rad利用可能時間帯  

６：００～２６：００（月～金）、１８：００～２６：００（日）  

（土曜日は運用停止、祝祭日は上記のとおり利用可能） 

○ e-Radヘルプデスク 

電話番号： 0120-066-877 （フリーダイヤル） 

受付時間：午前9:30～午後5:30 ※土曜日、日曜日、祝祭日を除く 

 

本件事業への応募申請は、e-Radを利用して申請を行っていただく必要があります。

E-Radポータルサイトへログインし、研究代表者が公募件名に対する応募基本情報を入

力して、 e-Rad提出用のファイル（ pdf形式）を e-Radへアップロードすることにより

e-Radへの提出がなされます。 

なお、本事業への応募は、所属研究機関及び研究者が、e-Radに登録し、ＩＤ、パス

ワードを取得してから可能となります。 

本システムへの登録申請（申請者による研究機関及び研究者登録が必要）から、ＩＤ、パ

スワード取得には時間を要しますので、本事業に応募される方は、早めに e-Rad へ登録申

請して下さい。 

 

（２）郵送又は持参 

e-Radシステムによる提出のほか、審査の迅速化のために、平成２２年２月２６日（金）

～３月２９日（月）１７時迄に書面でも同じものを１０部御提出ください。 

提出書類： 

・提案書（提案様式１～５）      １０部（正１部、副（正のコピー）９部） 

・組織概要（例：パンフレット） １０部 

・最近の営業報告書（１年分）   １０部（大学等の教育機関は不要） 

・「提案書受理票」（提案様式６） １部 

提出方法： 

郵送または持参 

※郵送の場合は、封筒に「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」と朱

書きの上、ご提出下さい。持参の場合は、平日の１０時から１２時及び１４時から１

７時の間に受け付けます。 

※郵送の場合は、必ず簡易書留または、配達記録等によりお願い致します。電子媒体
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での提出は受け付けておりません。 

※提案書に不備がないことを確認後、「提案書受理票」を発行します。郵送で提案書

を提出し、上記期限後１週間以内に当方から返信が無い場合は、提案書が受理され

ていない可能性がありますので、提出先まで確認のご連絡をお願いします。 

提 出 先： 

経済産業省 産業技術環境局 研究開発課    

低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト 担当 あて 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号 

電話 ０３－３５０１－９２２１ 

 

※ その他の留意事項 

・ 応募資格を有しない者の提案書、又は不備がある提案書は受理できません。 

・ 提出された提案書を受理した場合は、提案書受理票を提案者に通知いたします。 

・ 提案書に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、提案を無効とさせて

いただきます。なお、この場合は、書類を返却いたします。 

 

４．秘密の保持 

提案書は本研究開発の委託先選定のためにのみ用い、経済産業省において厳重に管理する

とともに、本目的以外で利用することはありません。審査に際しては、外部有識者による第

三者委員会を行いますが、外部有識者にも守秘義務が課されます。 

 

５．委託先の選定について 

（１）審査の方法 

外部有識者による第三者委員会において、書類審査及びヒアリングを行い、委託先を

選定・決定します。必要に応じて資料の追加等をお願いする場合があります。なお、第

三者委員会は非公開で行われます。 

 

（２）ヒアリングの実施方法 

ヒアリングは、提案書類のほか、必要に応じプレゼン資料（様式自由）の使用が可能

です。プレゼン資料を用いる場合には、当日１０部ご用意下さい。また、プロジェクタ

ーの使用を希望する場合にはＵＳＢメモリにて電子媒体を併せてお持ち下さい。なお、

ヒアリングの日時と場所は追って連絡します。 

 

（３）審査基準 

審査は以下の基準に沿って行います。なお、採択に際して付帯条件※を課す場合があ

ります。 

① 的確な研究開発実施能力 

基本計画に示された達成目標が、期間内に着実に達成できる実施体制、計画とな

っているか。 
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② 低炭素社会実現に向けた貢献 

低炭素社会実現に向けたポテンシャルが効果的に提示されているか。 

③ 技術革新性 

提案された方法に革新性があり、かつ、外部波及性が大きいか。 

④ 効率的な実施体制 

研究開発体制が、産学官が保有する優れた研究資源を効率的、効果的に集積でき

る研究場を核に競争（インセンティブ効果）と協調（非効率性排除）が最適化され

たものであるか。 

⑤ 実用化への道筋と取組 

研究開発への参加機関のみならず、ユーザー企業との連携等によって、研究開発

成果の実用化・普及促進への道筋及び取組が統合的に示されているか。 

⑥ 総合評価 

 

※付帯条件の例：優れた部分提案者の開発体制への組み込みに関すること、委託金額の適

正化に関すること、再委託に関すること等 

 

（４）委託先の決定及び通知について 

採択された案件名については経済産業省のホームページで公表します。（平成２２年４

月下旪頃）不採択となった案件については、当該提案者に対し、その旨をメールにて通

知します。 

 

（５）その他の留意事項 

① 採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになりま

す。その際に、該当研究開発成果の実用化に関する計画を提出していただく場合が

あります。また、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を

経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事

業開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致し

ない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあ

りますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

② 本事業の遂行にあたっては「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成１７年９

月９日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成１８年１１月１４日改

正）、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成１９年１２月３日経

済産業省策定）及び「研究活動の不正行為への対応に関する指針」（平成１９年１２

月２６日経済産業省策定）を遵守していただくことになります。（別紙１参照） 

 

６．評価について 

基本計画に従い、研究開発の目標達成度の把握や社会経済情勢等の変化を踏まえた改善・
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見直し等のため、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２４年度に、事後評価を平成

２７年度に実施します。なお、評価の時期については、当該研究開発に係わる技術動向、政

策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとします。 

 

７．説明会の開催 

本公募に関する説明会を下記の通り開催します。説明会は日本語で行います。説明会への

出欠は、採択には関係しません。なお、会場の都合により一法人あたり２名までとさせてい

ただきます。 

本公募説明会への出席を希望する方は、公募要領（別紙２）に必要事項を記載の上、３月

５日（金）正午までに「９．連絡先」まで、ＦＡＸまたはｅ－ｍａｉｌにてご登録下さい。

入構番号を返信しますので、来省の際は受付にて番号をお伝え下さい。また、当日所属のわ

かるもの（名刺等）を持参下さい。 

 ［説明会の日時及び場所］ 

・ 日 時：平成２２年３月８日（月）１５：００～１６：００（受付開始１４：４５） 

・ 場 所：経済産業省別館６階 ６２６会議室 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１   

（http://www.meti.go.jp/intro/data/index_org.html） 

 

８．お問い合わせ 

本事業の内容等に関する質問等に関しては説明会の他、「１０．連絡先」のＦＡＸ及びｅ

－ｍａｉｌ（日本語のみ）にて、公募開始日から平成２２年３月２３日（火）まで受け付け

ます。但し、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。 

 

９．連絡先（ＦＡＸ、ｅ－ｍａｉｌ） 

ＦＡＸ： ０３－３５０１－７９２４ 

ｅ－ｍａｉｌ： lowvoltage-device@meti.go.jp 

 

１０．スケジュール 

平成２２年 

２月２６日（金） ························· 公募開始 

３月 ８日（月） ························· 公募説明会 

３月２９日（月） ························· 公募書類提出期限 

４月中旪頃（予定） ······················· ヒアリング 

４月下旪頃（予定） ······················· 委託先決定・公表 

５月（予定） ····························· 契約 
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（別紙１） 

各種指針について 

 

１．不合理な重複及び過度の集中の排除 

「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成１７年９月９日競争的研究資金に関す

る関係府省連絡会申し合わせ、平成１８年１１月１４日改正）」に従い、不合理な重複（※

1）及び過度の集中（※2）が認められる場合には、不採択とする場合があります。さらに、

当省においては、競争的資金に限らず当省所管のすべての研究資金について、これに準じ

た対応を行います。 

また、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うため、府省共通研究開発システム（ｅ

－Ｒａｄ）を通じて、提案内容の一部について必要な範囲内で、他府省を含む他の研究資

金担当課（独立行政法人等の資金配分機関を含む。）に情報提供します。 

 

（※1）「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の研究

資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。  

       ○実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、

複数の研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 

       ○既に採択され、配分済の研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応

募があった場合 

       ○複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合  

       ○その他これらに準ずる場合 

（※2）「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）

に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、そ

の研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をい

う。  

       ○研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

       ○当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の年間の全仕事時間に対する当該

研究の実施に必要となる時間の配分率）に比べ、過大な研究費が配分されている

場合 

       ○不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合  

       ○その他これらに準ずる場合 
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２．公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については

「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策

定）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の受託対象者は研究機関として

必要な措置を講じることとします。そのため、本事業及び他府省の事業を含む他の研究資

金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

（１）本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合 

①当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還して

いただくことがあります。 

②不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度

以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年

度以降２～５年間） 

③不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度

以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降５年間） 

④他府省を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の

対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及び

それに共謀した研究者に対し、他府省を含む他の資金配分機関の研究資金への応

募が制限される場合があります。 

 

３．「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省

策定）に基づく体制整備等の実施状況報告等について 

本事業の委託に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の

整備が必要です。 

体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、

直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、他府省を含め別途

の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの

提出をもって代えることができます。 

また、経済産業省では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査

を行う場合があります。 

 

４．研究活動の不正行為への対応 

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応

に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）（以下「研究活動に係る指針」

という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の受託対象者は研究機関と

して必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業についての告発

があった場合の調査をお願いすることがあります。また、本事業及び他府省の事業を含む他

の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認めら
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れた場合、以下の措置を講じます。 

（１）本事業において不正行為があると認められた場合 

①当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還

していただくことがあります。 

②不正行為に関与した者に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された

年度の翌年度以降２～１０年間） 

③不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者とし

ての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、本

事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年

度の翌年度以降１～３年間） 

④他府省を含む他の資金配分機関に対し、当該不正行為に関する措置及び措置の対

象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上

記③により一定の責任があるとされた者に対し、他府省を含む他の国の研究資金

における事業への応募が制限される場合があります。 

⑤経済産業省は不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象

となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当

該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告

書などについて公表します。 

 

（２）過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合 

国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者（当

該不正行為があつたと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として

認定された場合を含む。）については、研究活動に係る指針に基づき、本事業への

参加が制限されることがあります。 

本事業の受託事業者には研究機関として受付窓口を内部に設置していただきます。

なお、経済産業省における研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先は、

以下のとおりです。 

 

＜連絡先＞ 

経済産業省産業技術環境局産業技術政策課 

〒１００－８９０１東京都千代田区霞が関１－３－１ 

電話番号 ：０３－３５０１－１７７３ 

ＦＡＸ番号：０３－３５０１－７９０８ 

電子メール：kenkyu-hotline@meti.go.jp 
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（別紙２） 

宛 先：経済産業省産業技術環境局研究開発課 

ＦＡＸ：０３－３５０１－７９２４ 

ｅ－ｍａｉｌ： lowvoltage-device@meti.go.jp 

 

 

平成22年度低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクトに関す

る公募説明会（３月８日）申込書 

 

出席者１ 

氏 名  

所 属  

役 職  

住 所  

電 話  

メール  

 

出席者２ 

氏 名  

所 属  

役 職  

住 所  

電 話  

メール  

 

 

※３月５日（金）正午までに「９．連絡先」まで、ＦＡＸまたはｅ－ｍａｉｌにてご

登録下さい。 

※入構番号を返信しますので、来省の際は受付にて番号をお伝え下さい。また、当日

所属のわかるもの（名刺等）を持参下さい。 

 


